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緊急事態宣言下での活動について 

 

 平素より子供たちの健全育成にご尽力を賜り、厚く御礼申し上げます。 

また、新型コロナウイルス感染防止に対し、皆様のご理解とご努力に感謝いたします。 

 

１月７日及び１３日に政府より緊急事態宣言が１１都府県に発出されました。依然として

感染拡大がおさまらない状況が続いています。 

指導者の皆様におかれましては、引き続き情況を注視し、行政府（国・都・道・県）及び各

市町村・教育委員会・学校からの指導に従い安全・安心な状況でのチーム活動を実施するよう

お願いいたします。 

 

東日本ブロックとしましては、緊急事態宣言下での活動は、以下の内容で活動するようお

願いいたします。 

 

小学校、中学校での制限事項（部活動停止、等）が指示されている学校の選手は、チーム活

動への参加を停止してください。部活動停止の理由が感染防止以外である場合、支部長と協

議の上で判断してください。また、チーム選手の半数以上が部活動停止の場合は、チーム活動

全体を停止することが望ましいですが、活動するに際しては、保護者の皆様の了承と理解を

得て行うようお願いいたします。 

 チーム活動への参加は、強制的な姿勢ではなく、各家庭の事情があるので保護者の了承と

理解を得て、チーム指導者が感染防止に細心の注意を払い指導して頂くようお願いいたしま

す。 

 

皆さんのご理解とご協力でコロナ禍を乗り越えて行きましょう。 

 

                                       以上 


